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 （第４１条関係）
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 （第４１条関係）
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　（趣旨）

第１条　この細則は、福岡女学院看護大学履修規程（以

　下「履修規程」という。）第15条の規定に基づき、履修

　について必要な事項を定めるものとする。

　（進級の判定）

第２条　２年次末に実施する進級判定において、次のい

　ずれかに該当する者は、３年次へ進級することはでき

　ない。

（１）１年次及び２年次において開講される必修科目の

　うち、福岡女学院看護大学履修規程第１０条第３項の

　規定により試験の受験資格を失い、成績評価がＦ評価

　となった科目がある者。

（２）１年次及び２年次において開講される必修科目の

　うち、成績評価がＤ評価となった科目（以下「不合格科

　目」という。）が４科目以上ある者。

　　ただし、全体の不合格科目が３科目以内の者であっ

　ても、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合

　分野の各小区分において不合格科目が２科目以上あ

　る場合は、進級することはできない。

　

　（履修要件）

第３条　２年次以降に開講される各実習を履修するた

　めには、先行して履修すべき科目の単位を修得し、か

　つ、各実習におけるオリエンテーションに出席しなけ

　ればならない。

２　次の各号に掲げる実習の履修要件は、次のとおりと

　する。

（１）「基礎看護学実習」を履修するためには、「看護学概

　論」、「基礎看護学方法論Ⅰ」及び「基礎看護学方法論

　 Ⅱ」の単位を修得しておかなければならない。

（２）「看護過程実習」を履修するためには、「基礎看護学 

　実習」の単位を修得し、かつ、「看護過程」を履修し、履

　修規程第１０条第３項に定める試験の受験資格を有

　しておかなければならない。

（３）３年次以降に開講される「臨地実習」(看護学総合実

　習を除く。)を履修するためには、「基礎看護学実習」及

　び「看護過程実習」の単位を修得し、かつ、１年次から

　３年次前期までに修得すべき必修科目のうち、不合格

　科目が３科目以内でなければならない。ただし、全体

　の不合格科目が３科目以内であっても、専門基礎分野、

　専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野の各小区分にお
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　実習」の単位を修得し、かつ、「看護過程」を履修し、履

　修規程第１０条第３項に定める試験の受験資格を有
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（３）３年次以降に開講される「臨地実習」(看護学総合実

　習を除く。)を履修するためには、「基礎看護学実習」及

　び「看護過程実習」の単位を修得し、かつ、１年次から

　３年次前期までに修得すべき必修科目のうち、不合格
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　いて不合格科目が２科目以上ある場合は、この「臨地実

　習」を履修することはできない。

（４）４年次前期に開講される「看護学総合実習」を履修す

　るためには、３年次後期に履修すべき実習をすべて履修

　し、かつ、不合格科目が１科目以内でなければならない。

　（保健師国家試験受験資格取得希望申請選考基準）

第４条　資格取得希望の申請を行った者に対して、２年次

　学年末に次の基準に基づき面接の上、選考を行う。

　（１）２年次終了までに履修すべき授業科目の中で、単位

　　未修得の授業科目がないこと。

　（２）２年次終了までに単位を修得した授業科目の成績

　　及び学習状況が良好であること。

　（３）保健師として職務に強い関心があり、将来保健師と

　　しての職に就くことを希望する者

　（科目の再履修）

第５条　単位認定を得られなかった科目の単位を修得し

　ようとする者は、翌年度以降に改めて履修届を提出し、

　再履修をしなければならない。

　（再履修指導）

第６条　第２条及び第３条の規定により原級留置となっ

　た者の履修については、教務部委員会及び学生アドバイ

　ザーがその指導を行うものとする。

　（改廃）

第７条　この細則の改廃は、教務部委員会及び教授会の議

　を経て学長が行う。

　　　附　則　１

　この細則は、2008（平20）年４月１日より施行する。

　　　附　則　２

　この細則は、2011(平23)年4月1日から施行する。

　　　附　則　３

　１　この細則は、2012(平24)年4月1日から施行する。

　２　この細則は、2012年度入学者から適用し、2011年度

　　　以前の入学者については、なお従前の例による。

　　　附　則　４

　この細則は、2013(平25)年4月1日から施行する。

　　　附　則　５

　この細則は、2014(平26)年4月1日から施行する。
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